
 

  令和元年度健全化判断比率等の公表について 
 

 平成 19年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。 

 この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じ

て、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促

進を図るための行財政改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目

的としています。 

 早期健全化及び再生等の計画策定の義務等を含めた全体の法律の施行は平成 21年４月か

ら、財政の健全性に関する指標の公表については、平成 20年４月から施行されました。 

 今回公表するのは、令和元年度決算に基づく①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実

質公債費比率、④将来負担比率（以下「健全化判断比率」といいます。）と資金不足比率の

５指標です。（※各比率の意味は用語解説をご参照ください。） 

 健全化判断比率のうち１つでも早期健全化基準以上である場合は、財政健全化計画を、財

政再生基準以上である場合は、財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率

が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。 

 

 

健全化判断比率及び資金不足比率 

 

 令和元年度決算に基づく八百津町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり早

期健全化基準及び経営健全化基準を下回りました。 

 ただし、八百津町の財政状況が厳しいことには変わりなく、引き続き行財政改革を進め、

財政の健全化に取り組んで参ります。 

 

■健全化判断比率 

指 標 八百津町の比率 早期健全化基準 財政再生基準 

① 実質赤字比率 
－ 

（△7.96％） 
15.00％ 20.00％ 

② 連結実質赤字比率 
－ 

（△25.41％） 
20.00％ 30.00％ 

③ 実質公債費比率 6.7％ 25.0％ 35.0％ 

④ 将来負担比率 
－ 

（△24.2％） 
350.0％ － 

※ 実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率はマイナスとなり算定されなかったた

め「－（該当なし）」とし、参考に比率を（△）で表記しています。 

 

■資金不足比率 

会 計 の 名 称 八百津町の比率 経営健全化基準 

水道事業会計 － 20.0％ 

下水道事業会計 － 20.0％ 

※資金不足とならなかった会計は「－（該当なし）」で表記しています。 

 公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計は、令和元年度から「下水道事業会

計」として、公営企業法適用会計となりました。 

  



  用語解説 

 

・実質赤字比率 

 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。15％以上で財政健全

化団体に、20％以上で財政再生団体となります。 

 

・連結実質赤字比率 

 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。20％以上で財政健全化団

体に、30％以上で財政再生団体となります。 

 

・実質公債費比率 

 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負

担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられていま

す。 

 この比率が 18％を超えると地方債を発行する際に、国の同意ではなく許可が必要になり

ます。また、25％以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35％以上にな

ると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。 

 

・将来負担比率 

 地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す

る比率です。350％以上で財政健全化団体となります。 

 

・資金不足比率 

 公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20％以上で経営健全化団体とな

り、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。 

 

・標準財政規模 

 自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているの

かを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分

析する場合などに利用されます。 

 

 



○健全化判断比率の算出

※「実質収支比率」が黒字の場合、「実質赤字比率」は負の値で表示されます。

＝

①

※「連結実質収支比率」が黒字の場合、「連結実質赤字比率」は負の値で表示されます。

＝

②

③

下水道事業会計 36,107 16,685 0 19,422 134,316 －0 19,422 0

合　計 616,232

596,810 0 596,810 0

ク キ／ク　　　ケ

水道事業会計 607,006 10,196 0

資金不足額 事業の規模 資金不足比率

ア イ ウ　 エ 　　オ エ＋オ　　　カ キ

284,581 －

合　計 50,208

公営企業（法適用）
流動資産 流動負債 算入される地方債の額 ア－イ－ウ 解消可能資金不足額 資金不足・剰余額

国民健康保険特別会計 1,497,117 1,478,750 18,367 0 18,367

後期高齢者医療特別会計 170,170 165,472 4,698 0 4,698

介護保険特別会計 1,150,650 1,123,507 27,143 0 27,143

黒字のため連結実質赤字比率　「－」
標準財政規模 3,819,308

公営事業（特別会計のうち
公営企業以外の特別会計）

歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 翌年度に繰り越すべき財源 実質収支額
ア イ ア－イ　　　ウ　 エ ウ－エ　　　オ

合　計 304,299

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額①＋②＋③ -970,739

-25.41%

一般会計 6,236,389 5,898,888 337,501 33,202 304,299

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額① -304,299

-7.96% 黒字のため実質赤字比率　「－」
標準財政規模 3,819,308

普通会計 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 翌年度に繰り越すべき財源 実質収支額
ア イ ア－イ　　　ウ　 エ ウ－エ　　　オ



（ ＋ ）－（ ＋ ）

－

（ ＋ ）－（ ＋ ）

－

（ ＋ ）－（ ＋ ）

－

（百万）

ア -2

イ 0

① -2

ウ -6

エ 0

オ 213

カ -142

キ -44

ク 10

ケ 0

② 31

コ ③ -1

サ -4

シ -4

④ -9

ス -18

セ 72

ソ -42

⑤ 12

212,618下水道事業会計の地方債償還の財源に充てられたと認められる繰入金

72,466

臨時財政対策債発行可能額 205,376 191,649 149,533 -42,116 
　⑤標準財政規模

標準税収入額等 1,628,112 1,748,277 1,730,398 -17,879 

普通交付税額 1,937,992 1,866,911 1,939,377

ス＋セ＋ソ 3,771,480 3,806,837 3,819,308 12,471

-4,251 

サ＋シ 525,190 527,183 518,382 -8,801 

　④普通交付税基準財政
     需要額算入額

①地方債の元利償還金に係るもの 354,005 359,171 354,621 -4,550 

②準元利償還金に係るもの 171,185 168,012 163,761

　③特定財源 公営住宅使用料 20,749 15,712 14,604 -1,108 

債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 0 0 0 0

ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク＋ケ 307,876 254,944 285,759 30,815

公共下水道事業特別会計の地方債償還の財源に充てられたと認められる繰入金 229,950 183,000 40,642 -142,358 
　②準元利償還金

水道事業会計の地方債償還の財源に充てられたと認められる繰入金 15,232 16,617 10,536

農業集落排水事業特別会計の地方債償還の財源に充てられたと認められる繰入金 43,821 43,821 -43,821 

一部事務組合等の起こした地方債償還の財源に充てたと認められる負担金 18,873 11,506 21,963 10,457

212,618

0

-6,081 

0

ア－イ 505,899 465,932 463,626 -2,306 

簡易水道事業特別会計の地方債償還の財源に充てられたと認められる繰入金

　①地方債の元利償還金

地方債の元利償還金 505,899 465,932 463,626 -2,306 

うち繰上償還に係るもの 0 0 0

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 対前年増減

× 100 ＝ 6.55571令和元年度
463,626

3,819,308 518,382

6.7 ％
3,806,837 527,183

527,183
× 100

285,759 14,604 518,382

（３ヶ年平均）

平成３０年度
465,932 254,944 15,712

＝ 5.42682

100 ＝ 8.25053
実質公債費比率3,771,480 525,190

平成２９年度
505,899 307,876 20,749 525,190

×

実質公債費比率 ＝
（地方債の元利償還金①＋準元利償還金②）－（特定財源③＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額④）

標準財政規模⑤－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額④



※分子である「将来負担額」が負数の場合、「将来負担比率」は負の値で表示されます。

－　（ ＋ ＋ ）

－

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 ス

①

②

③

④

⑤

⑥

2,026,865 2,026,865

0 0 0

ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク＋ケ＋コ＋サ＋シ＋ス 7,606,334 7,027,438 -578,896 

設立法人の負債額等負担見込額（第三セクター等） 0 0 0

連結実質赤字額

3,806,837 3,819,308 12,471

　⑥基準財政需要額
　　 算入額

527,183 518,382 -8,801 

普通交付税額 1,866,911 1,939,377 72,466

臨時財政対策債発行可能額 191,649 149,533 -42,116 

　④基準財政需要額
　　 算入見込額

5,302,580 5,160,393 -142,187 

　⑤標準財政規模

標準税収入額等 1,748,277 1,730,398 -17,879 

　②充当可能基金額 2,412,949 2,609,497 196,548

　③特定財源見込額 公営住宅使用料 84,298 59,261 -25,037 

0 0 0

退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額 1,263,394 1,284,393 20,999

設立法人の負債額等負担見込額（土地開発公社） 0 0 0

0

水道事業会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 193,901 228,626 34,725

加入する組合等の地方債の元金償還に充てる負担見込額 233,838 218,862 -14,976 

下水道事業会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

平成３０年度 令和元年度 対前年増減

　①将来負担額

一般会計等の年度末地方債現在高 3,505,251 3,268,692 -236,559 

公共下水道事業特別会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 1,999,625 -1,999,625 

農業集落排水事業特別会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 410,325 -410,325 

債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0

簡易水道事業特別会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

将来負担比率 ＝
将来負担額①－（充当可能基金額②＋特定財源見込額③＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額④）

標準財政規模⑤－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額⑥

将来負担比率

= -24.2% 将来負担額負数のため将来負担比率　「－」
3,819,308 518,382

7,027,438 2,609,497 59,261 5,160,393
× 100



○資金不足比率の算出

134,316 －

いずれの公営企業会計も資金の不足額がないため資金不足比率　「－」

下水道事業会計 36,107 16,685 0 19,422 0 19,422 0

イ ウ　 エ キ／ク　　　ケ

算入される地方債の額 ア－イ－ウ

資金不足比率 ＝
資金の不足額

事業の規模

公営企業（法適用）
キ　　オ ク

流動資産 流動負債

284,581 －水道事業会計 607,006 10,196 0 596,810 0

資金不足比率

ア

596,810 0

エ＋オ　　　カ

解消可能資金不足額 資金不足・剰余額 資金不足額 事業の規模


